
 

 

 

 

 

 

                                      平 成 ２ ２ 年 ５ 月 ６ 日 

海  上  保  安  庁 

 

 

ゴールデンウィーク安 全 推 進 活 動 期間 の事 故 発 生 状況 ≪速 報 値 ≫ 

（４月 ２９日 ～５月 ５日 の７日 間 ） 

 

標 記 期 間 中 のプレジャーボート等 の船 舶 事 故 、プレジャーボート等 乗 船 中 の事 故

及 びマリンレジャー活 動 に伴 う海 浜 事 故 の発 生 状 況 は、以 下 のとおりです。 

・「プレジャーボート等 」とはプレジャーボート（モーターボート、ヨット、水 上 バイク等 ）及 び遊 漁 船 をいう。 

・「マリンレジャー活 動 」とは遊 泳 、釣 り、磯 遊 び、スキューバーダイビング及 びサーフィン等 をいう。 

 
１ 船 舶 事 故   

事 故 隻 数  ４７隻 （昨 年 比 ２隻 増 ） 

（別 紙  資 料 １ 参 照 ） 

 

【過 去 ５年 間 のゴールデンウィーク期 間 における船 舶 事 故 の推 移  単 位 ：隻 】 

   １８年  １９年  ２０年  ２１年  ２２年  

船 舶 事 故  ７５ ４８ ５１ ４５ ４７ 

 

２ 乗 船 中 の事 故 及 び海 浜 事 故  

事 故 者 数  ４０人   うち死 者 ・行 方 不 明 者  ９人 （昨 年 比 １人 増 ）  

（別 紙  資 料 ２、３ 参 照 ） 

 
【過 去 ５年 間 のゴールデンウィーク期 間 における死 者 ・行 方 不 明 者 の推 移  単 位 ：人 】  

 １８年  １９年  ２０年  ２１年  ２２年  

死 者 ・行 方 不 明 者  ２０ ９ １０ ８ ９ 

 

【問い合せ先】 

共通 ０３－３５９１－６３６１（代） 

警備救難部 救難課（乗船中の事故、海浜事故関係） 

  課 長 補 佐  堀井 (内線 5901) 

０３－３５８１－２８２８（夜間直通） 

交通部 企画課（船舶事故関係） 

  主任企画調査官  今井 (内線 6202) 

０３－３５９１－５６５０（夜間直通） 



別紙

資料２　【平成２２年（４／２９～５／５）に発生した乗船中の事故の内訳　単位：人】

資料１　【平成２２年（４／２９～５／５）に発生した船舶事故の内訳　単位：隻】

　　　　　     乗船中の事故者数は２２人、うち死者・行方不明者は３人

「船舶事故（事故種類別）」
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「乗船中の事故（事故種類別）」
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別紙

　　　　　     海浜事故者数１８人、うち死者・行方不明者は６人
資料３　【平成２２年（４／２９～５／５）に発生した海浜事故の内訳　単位：人】

「海浜事故（事故種類別）」
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ゴールデンウィーク中の事故事例（香川県） 

 

平成２２年５月４日午前９時４３分頃、第六管区海上保安本部（広島）は、

ヨット乗船者から『大部港（小豆島）沖約１キロメートル付近で乗り上げたが、

沈没しそうなので離船して海に入る』旨の１１８番通報を受けました。 

 

 第六管区海上保安本部は、通報者に対して『ライフジャッケトの着用、携帯

電話等による連絡手段の確保、乗船者の離散防止』を指導するとともに、直ち

に巡視船艇・航空機を出動させました。その結果、海上保安庁航空機が漂流中

の３名を発見、午前１０時５４分に巡視艇により全員救助しました。 

 

今回の事故で、全員無事に救助された理由として、早い段階で海上保安庁へ

１１８番通報したこと、ライフジャケットを着用していたこと、全員が一緒に

なって漂流していたことがあげられます。 

 

 

（漂流中の３名に浮き輪を投げる海上保安官） 

 




